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内部統制システムの基本方針の一部改訂に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針の一部改定を決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします（変更箇所は下線で示しており

ます）。  

 

① 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制  

取締役は、日特エンジニアリング株式会社行動憲章、役員規程及び取締役会規則に従

い常に公正適切な運営を図ることとし、月１度及び必要に応じ随時開催される取締役

会での審議を通じて他の取締役の職務執行に関する監督、監視を行うとともに、弁護

士等外部専門家起用等により法令定款違反行為等を未然に防止するものとする。  

取締役が他の取締役の法令定款違反行為等を発見した場合は直ちに監査役（会）及び

取締役会に報告しその是正を図る。  

監査役は、監査役会規則及び監査基準に従い取締役の職務執行に対する監査を行うこ

ととし、経営機能に対する監督強化を図る。  

② 当社及び当社グループの従業員の職務執行が法定及び定款に適合することを確保す

るための体制  

従業員は、権限規程、職務文章規定に従い相互牽制のもと職務の執行を行い、内部監

査部門として社長室が内部監査規定に基づきその執行の監査を行うことにより、業務

全般にわたる内部統制の有効性及び妥当性の確保を図る。  

また、リスク管理委員においては、当社グループ内におけるコンプライアンス上の問

題点についても絶えず留意し、スピーディーに対応できる体制を構築する。  

③ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

取締役の職の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切且つ確実に保

存・管理することとし、取締役の職の執行に関する重要な文書については最低 10年間

は閲覧可能な状態を維持する。  

④ 当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

リスク管理は、各業務部門の長がそれぞれの部門に関するリスクの管理を行いリスク

管理委員会に報告する。リスク管理委員会は、定期的にその状況を取締役会に報告す

る他、経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識評価しリスクへの適切な対

応を図るものとする。なお、災害及び障害、品質及び輸出管理等に関する係る個々の

リスクについては諸規程を整備し、それぞれに管理責任者を配置してこれにあたり、

必要に応じて研修を行う。  

不測の事態が発生した場合には、社長を長とする対策本部を設置し適切且つ迅速な対

応を図るための統一的な管理体制を整え、損害を最小限にとどめることに努める。  

 



 

 

 

⑤ 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保する

ための体制  

取締役会は取締役、従業員が共有する全般的な目標を定め、執行役員はその目標達成

のために担当する部門において必要な戦略や施策あるいはルールを定め、取締役会が

定期的に進捗状況をレビューし改善を促進することを内容とする全社的な業務の効率

化を実現するシステムを構築する。また、職務遂行上の責任と権限は「職務権限規程」

に定め、責任の明確化と意思決定の効率化と迅速化を図る。  

⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制  

当社とグループ会社の役員及び従業員は、日特エンジニアリング株式会社行動憲章を

遵守するとともに、各グループ会社の実情にあわせた諸規程を定めこれを遵守する。  

当社におけるグループ会社の経営管理は、関係会社管理規程に従って行い、経営上重

要な事項を決定する場合は、当社への事前協議等が行なわれる体制を構築する。また、

必要に応じモニタリング及び当社内部監査部門による計画的な内部監査を実施し、法

令違反その他のコンプライアンスに係る重要な事項が発見された場合は監査役（会）

に報告する。  

各グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コン

プライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査部門又はリスク管理委員会又

は監査役（会）に報告を行う。内部監査部門又はリスク管理委員会が報告を受けた場

合は、これを監査役（会）に報告する。監査役は改善策の策定を求めることができる

ものとする。  

⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制  

当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告にかかる内部統制の評価

の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切な体制を整える。また、その整

備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制を

構築する。  

⑧ 監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性及

び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項  

当社は、監査役補助者として、必要な専門知識を有する者を配置する。  

監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役補助者は、その命令に関して取締役、

内部監査部門等の指揮命令を受けないものとし、その者の評価･処遇の決定は監査役会

の同意を得ることとして取締役からの独立性を確保するものとする。また、監査役が

必要と認めるときは、公認会計士、弁護士その他外部専門家に相談することができる。

その費用については会社が負担するものとし、すみやかに監査費用の前払い又は償還

の手続に応じるものとする。  

⑨ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制並びにその他の監査役への報告に

関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制  

監査役は、取締役会のみならず執行役員会等の重要な会議に出席し、報告を受けると

ともに、意見を述べる機会を確保する。同時に、監査の実効性を確保するため、経営、

業績に影響を及ぼす重要な事項については、監査役会が都度報告を受ける体制を整備

することとする。また、監査役は、代表取締役、執行役員、監査法人とそれぞれ定期

的に意見交換を実施し、同時に関係部署の調査、稟議書の確認などにより、その権限

が支障なく行使できる社内体制をグループ全体に確立する。一方、当社及び当社グル

ープ会社の取締役及び従業員は、業務執行に関して監査役へ報告すべき事項は、速や

かに適切な報告を行う体制を構築する。また、当該報告を理由に不利益な扱いを行う

ことを禁止する旨を当社及び当社グループ会社の従業員に周知する。  

 

以 上  


